
議案第  号 

   宝塚市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に

関する基準を定める条例及び宝塚市指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準

を定める条例及び宝塚市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和７年（２０２５年）２月２５日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵   

 

宝塚市条例第  号 

   宝塚市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に

関する基準を定める条例及び宝塚市指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（宝塚市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する

基準を定める条例の一部改正） 

第１条 宝塚市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関す

る基準を定める条例（平成２７年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「第１４０条の６６第１号ロ(２)」を「第１４０条の６６第１号イ」

に改める。 

第４条第１項中「員数」の次に「（地域包括支援センター運営協議会が第１号被保険

者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、

常勤換算方法（当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援セ

ンターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援

センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。）によることができ

る。次項において同じ。）」を加え、同条第２項表以外の部分中「前項」を「第１項」

に改め、同項の表おおむね１，０００人未満の項及びおおむね１，０００人以上２，０



００人未満の項中「前項各号」を「第１項各号」に改め、同表おおむね２，０００人以

上３，０００人未満の項中「前項第１号」を「第１項第１号」に、「前項第２号又は第

３号」を「同項第２号又は第３号」に改め、同条第２項を同条第３項とし、同条第１項

の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定に関わらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センタ

ーの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当す

る区域を一の区域として、当該区域内の第１号被保険者の数について、おおむね３，

０００人以上６，０００人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複

数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援

センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域

内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、同項各号に

掲げる者のうちから２人とする。 

（宝塚市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 宝塚市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２７年条例第

１４号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第１号中「第１４０条の６６第１号ロ(２)」を「第１４０条の６６第１号

イ」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第  号 

   宝塚市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する

基準を定める条例及び宝塚市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める

条例(平成27年条例第15号)新旧対照表(第1条による改正関係) 

現行 改正案 

(基本方針等) (基本方針等) 

第3条 （略） 第3条 （略） 

2 地域包括支援センターは、地域包括支援セ

ンター運営協議会(介護保険法施行規則(平

成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ

(2)に規定する地域包括支援センター運営協

議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、

適切、公正かつ中立な運営を確保しなければ

ならない。 

2 地域包括支援センターは、地域包括支援セ

ンター運営協議会(介護保険法施行規則(平

成11年厚生省令第36号)第140条の6第1号イ 

   に規定する地域包括支援センター運営協

議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、

適切、公正かつ中立な運営を確保しなければ

ならない。 

(人員に関する基準) (人員に関する基準) 

第4条 一の地域包括支援センターが担当する

区域における第1号被保険者の数がおおむね

3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専

らその職務に従事する常勤の職員の員数   

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                       は、原則として次

のとおりとする。 

第4条 一の地域包括支援センターが担当する

区域における第1号被保険者の数がおおむね

3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専

らその職務に従事する常勤の職員の員数(地

域包括支援センター運営協議会が第1号被保

険者の数及び地域包括支援センターの運営

の状況を勘案して必要であると認めるとき

は、常勤換算方法(当該地域包括支援センタ

ーの職員の勤務延時間数を当該地域包括支

援センターにおいて常勤の職員が勤務すべ

き時間数で除することにより、当該地域包括

支援センターの職員の員数を常勤の職員の

員数に換算する方法をいう。)によることが

できる。次項において同じ。)は、原則とし

て次のとおりとする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

 2 前項の規定に関わらず、地域包括支援セン

ター運営協議会が地域包括支援センターの

効果的な運営に資すると認めるときは、複数

の地域包括支援センターが担当する区域を

一の区域として、当該区域内の第1号被保険

者の数について、おおむね3,000人以上6,000

人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員

の員数を当該複数の地域包括支援センター

に配置することにより、当該区域内の一の地

域包括支援センターがそれぞれ同項の基準

を満たすものとする。この場合において、当



該区域内の一の地域包括支援センターに置

くべき常勤の職員の員数の基準は、同項各号

に掲げる者のうちから2人とする。 

2 前項 の規定にかかわらず、地理的条件その

他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の

地域包括支援センターを設置することが必

要であると地域包括支援センター運営協議

会において認められた場合には、地域包括支

援センターの人員配置基準は、次の表の左欄

に掲げる担当する区域における第1号被保険

者の数に応じ、同表の右欄に定めるところに

よることができる。 

3 第1項の規定にかかわらず、地理的条件その

他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の

地域包括支援センターを設置することが必

要であると地域包括支援センター運営協議

会において認められた場合には、地域包括支

援センターの人員配置基準は、次の表の左欄

に掲げる担当する区域における第1号被保険

者の数に応じ、同表の右欄に定めるところに

よることができる。 

【別記 参照】 【別記 参照】 



【別記】 

（現行） 

担当する区域における第1号被保険者の数 人員配置基準 

おおむね1,000人未満 前項各号 に掲げる者のうちから1人又は2

人 

おおむね1,000人以上2,000人未満 前項各号 に掲げる者のうちから2人(うち1

人は専らその職務に従事する常勤の職員と

する。) 

おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第1号 

に掲げる者1人及び専らその職務に従事す

る常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者の

いずれか1人 

 

（改正案） 

担当する区域における第1号被保険者の数 人員配置基準 

おおむね1,000人未満 第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2

人 

おおむね1,000人以上2,000人未満 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1

人は専らその職務に従事する常勤の職員と

する。) 

おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の第1項第1号

に掲げる者1人及び専らその職務に従事す

る常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者の

いずれか1人 

 

  



宝塚市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第14号)新旧対照表(第2条によ

る改正関係) 

現行 改正案 

(指定介護予防支援の業務の委託) (指定介護予防支援の業務の委託) 

第13条 地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者は、介護保険法第

115条の23第3項の規定により指定介護予防

支援の一部を委託する場合には、次に掲げる

事項を遵守しなければならない。 

第13条 地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者は、介護保険法第

115条の23第3項の規定により指定介護予防

支援の一部を委託する場合には、次に掲げる

事項を遵守しなければならない。 

(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性

の確保を図るため地域包括支援センター

運営協議会(介護保険法施行規則第140条

の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援

センター運営協議会をいう。)の議を経な

ければならないこと。 

(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性

の確保を図るため地域包括支援センター

運営協議会(介護保険法施行規則第140条

の66第1号イ   に規定する地域包括支援

センター運営協議会をいう。)の議を経な

ければならないこと。 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

 

 



 宝塚市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定め

る条例及び宝塚市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正する条例 

（１）宝塚市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定

める条例 

（２）宝塚市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

 

２ 改正に際しての基本的考え方 

（１）地域包括支援センターの職員の配置基準は、介護保険法第１１５条の４６第５項の規定によ

り、包括的支援事業を実施するために必要な基準の一部として市町村の条例で定めることとされて

いる。同条第６項に規定する、当該条例を定める際に従うべき基準に該当する、厚生労働省令第１

４０条の６６第１号の基準が今回改正されたことに伴い、省令と同様の改正を行う。 

（２）介護保険法施行規則等の改正に伴い、規定の引用箇所に変更が生じたため、改める。 

 

３ 主な条例改正の内容 

地域包括支援センター（以下、「センター」という。）の職員配置基準について、これまでは、一

のセンターが担当する区域における第１号被保険者おおむね 3,000人以上 6,000人未満ごとに、次

に掲げる者を、専従・常勤の職員として、それぞれ１人配置することとしていたが、引き続きこれ

を原則とした上で、必要と認める場合には、常勤換算方法により配置基準を満たすことを可能とす

る。 

①保健師その他これに準ずる者 

②社会福祉士その他これに準ずる者 

③主任介護支援専門員その他これに準ずる者 

 また、センターにおける効果的な運営に資すると認める場合には、複数のセンターが担当するそ

れぞれの区域における第１号被保険者の合計数に応じた数の常勤の職員を個々のセンターに振り

分けて配置することをもって配置基準を満たすことを可能とする（複数のセンター全体で必要な職

員が配置されていればよいこととし、個々のセンターには必ずしも上記①～③の職種の全てを配置

しなくてもよい）。この場合にも、常勤換算方法により配置基準を満たすことが認められているが、

個々のセンターには、上記①～③の職種のうちいずれか２以上の常勤の職員を配置しなければなら

ないこととする。 

 

４ 条例改正の影響を受ける地域包括支援センター数 ７か所 

 

５ 施行期日 公布の日 



介護保険法施行規則 抜粋 

 

（法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準） 

第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各

号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 

一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準

及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイか

らハまでに掲げる基準 

イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね

三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数（地

域包括支援センター運営協議会（指定居宅サービス事業者等（法第二十二条第三項に

規定する指定居宅サービス事業者等をいう。）又はこれらの者に係る団体の代表者、

居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域

住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又

は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と

認める者により構成されるものをいう。以下同じ。）が第一号被保険者の数及び地域

包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法

（当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにお

いて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センター

の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。）によることができる。ロ

において同じ。）は、原則として次のとおりとすること。 

(１) 保健師その他これに準ずる者 一人 

(２) 社会福祉士その他これに準ずる者 一人 

(３) 主任介護支援専門員（介護支援専門員であって、第百四十条の六十八第一項第

一号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者（当該研修を修了した日（以

下この(3)において「修了日」という。）から起算して五年を経過した者にあっては、

修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第二

号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。）をいう。）そ

の他これに準ずる者 一人 

ロ イの規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センター

の効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区



域を一の区域として、当該区域内の第一号被保険者の数について、おおむね三千人以

上六千人未満ごとにイの(1)から(3)までに掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域

包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターが

それぞれイの基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包

括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、イの(1)から(3)までに掲げる

者のうちから二人とする。 

ハ イの規定にかかわらず、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる場合には、地域包

括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一

号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。 

(１) 第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の市町村に地域包括支援センターを

設置する場合 

(２) 市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年法律第五十九号）第二条第二

項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務

組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率

的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合 

(３) 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生

活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援セ

ンター運営協議会において認められた場合 

担当する区域における第一号

被保険者の数 

人員配置基準 

おおむね千人未満 イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから一人又は二人 

おおむね千人以上二千人未満 イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから二人（うち一人

は専らその職務に従事する常勤の職員とする。） 

おおむね二千人以上三千人未

満 

専らその職務に従事する常勤のイの(1)に掲げる者一人及

び専らその職務に従事する常勤のイの(2)又は(3)に掲げ

る者のいずれか一人 

二 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準

及び当該職員の員数以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基

準 次のイ及びロに掲げる基準 

イ 地域包括支援センターは、前号イに掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施す

ることにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二



十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉

サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可

能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしな

ければならないこと。 

ロ 地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会の意見を

踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。 

（平二五厚労令一〇五・全改、平二七厚労令一九・平二七厚労令五七・平二九厚労令

四八・平三〇厚労令三〇・令六厚労令一五・令六厚労令六一・一部改正） 
 


